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最

近

、

就

業

規

則

の

作

成

・

改

定

・

見

直

し

の

業

務

を

お

受

け

す

る

機

会

が

増

え

ま

し

た

。 

作

成

理

由

は

様

々

で

す

。    

①

助

成

金

受

給

の

た

め

（

介

護

事

 
 

業

の

健

康

診

断

制

度

創

設

な

ど

）    

                                              

                                    

②

労

使

ト

ラ

ブ

ル

の

予

防

 

③

小

規

模

保

育

施

設

の

応

募

に

必

要

 

④

行

政

の

指

導

へ

の

対

策

等

々

。 

 

就

業

規

則

の

作

成

・

届

出

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

会

社

は

、

従    

業

員

数

が

１０

名

以

上

（

パ

ー

ト

、    

                                                    

ア

ル

バ

イ

ト

、

派

遣

中

の

社

員

も

含

む

）

の

事

業

所

で

す

。

た

だ

し

、

従

業

員

が

１０

名

未

満

で

も

、

必

要

に

な

る

場

合

が

多

い

の

で

す

。    

◆

ポ

ケ

ッ

ト

版

就

業

規

則

を

作

成

 

就

業

規

則

は

、

分

厚

い

立

派

な

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

し

ょ

う

か

？

 

当

事

務

所

で

は

、

「

最

低

限

、

必

要

記

載

事

項

が

書

か

れ

て

い

れ

ば

い

い

の

で

、

短

い

も

の

で

も

十

分

」

と

考

え

て

い

ま

す

。

な

ぜ

な

ら

、

労

働

基

準

法

の

労

働

条

件

の

最

低

条

件

に

達

し

な

い

就

業

規

則

は

無

効

で

あ

り

、

そ

の

達

し

な

い

部

分    

             

は

労

働

基

準

 

法

に

置

き

換

 

え

ら

れ

る

か

 

ら

で

す

。

 

つ

ま

り

、

 

労

働

基

準

法

 

に

書

か

れ

て

 

い

る

こ

と

を

 

す

べ

て

就

業

 

規

則

に

書

く

 

必

要

は

な

い

 

し

、

労

働

基

 

準

法

を

下

回

 

る

こ

と

を

定

め

て

も

ダ

メ

な

の

で

す

。

も

っ

と

も

、

難

解

な

労

働

基 

             

             

準

法

の

条

文

を

わ

か

り

や

す

く

従

業

員

に

伝

え

る

た

め

に

、

全

面

的

に

記

載

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

意

味

の

あ

る

こ

と

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

。

 

当

事

務

所

で

は

、

お

客

様

の

ご

要

望

に

お

応

え

し

て

、

ポ

ケ

ッ

ト

サ

イ

ズ

の

就

業

規

則

集

を

作

成

し

、

車

両

管

理

規

程

や

出

張

旅

費

規

程

も

合

わ

せ

て

収

載

し

ま

し

た

。（

Ｂ

６

版

、

約

６０

ペ

ー

ジ

）

 
 

今

後

は

、

業

種

別

・

規

模

別

に

ポ

イ

ン

ト

を

押

さ

え

、

お

客

様

の

ニ

ー

ズ

に

合

わ

せ

た

就

業

規

則

を

提

案

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。
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かわちの社労士事務所かわちの社労士事務所かわちの社労士事務所かわちの社労士事務所    

社会保険社会保険社会保険社会保険労務士労務士労務士労務士    喜多裕明喜多裕明喜多裕明喜多裕明    

〒577-0027 東大阪市新家中町東大阪市新家中町東大阪市新家中町東大阪市新家中町 6666----7777    

T)06-6784-4556  F)06-6785-7133 

http://kawachino.org 

これなら使える 雇用保険助成金 ④ 

建設労働者確保育成助成金 

【技能実習コース】 

 

受給できる事業主受給できる事業主受給できる事業主受給できる事業主    

雇用保険料率 1000 分の 16.5 の中小建設事

業主 

 

助成の対象となる技能実習助成の対象となる技能実習助成の対象となる技能実習助成の対象となる技能実習    

登録実習機関に委託して行う、①建設工事

の作業に関連する実習 ②特別教育（労働

安全衛生法）③安全衛生教育など 

●移動式クレーン ●クレーン ●玉掛け 

●高所作業車 ●車両系建設機械 ●不整

地運搬車 ●ローラー ●巻上げ機など 

 

助成額助成額助成額助成額    

《《《《経費経費経費経費助成助成助成助成》》》》    

受講料の８０％              

《《《《賃金助成賃金助成賃金助成賃金助成》》》》    

平均賃金日額（上限 8,000 円） 

×受講日数（１日３時間以上受講） 

※ 土・日に受講した場合は、振替休日を与

えるか割増賃金を支払うことが条件です。 

 

「

会

社

を

守

り

」

「

会

社

 

を

伸

ば

す

」

た

め

に

求

 

め

ら

れ

ま

す

。

 

 

夕顔の盛りは９月です（温暖化の影響？） 

支給申請書の作

成・提出は社労士

が代行します。 

 

就 
業 
規 
則 

会

社

の

ル

ー

ル 

ブ

ッ

ク

や

か

ら

ね

！

 



 

「

Ａ

Ｉ

Ｊ

」

問

題

の

発

覚

か

ら

２

年

、

厚

生

年

金

基

金

見

直

し

法

が

昨

年

成

立

し

、

今

年

４

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

ま

し

た

。 

厚

生

年

金

基

金

は

、

国

が

支

給

す

る

老

齢

厚

生

年

金

の

一

部

を

代

行

し

、

企

業

や

業

界

独

自

の

年

金

給

付

を

上

乗

せ

す

る

制

度

で

、

約

１０

万

社

が

加

入

し

て

い

ま

す

。 

♪

厚

生

年

金

（

企

業

年

金

）

の

よ

う

で

、

厚

生

年

金

（

企

業

年

金

）

で

な

い

…

ベ

ン

ベ

ン

 

♪

そ

れ

は

何

か

と

尋

ね

た

ら

、

「

基

金

」

「

寄

金

」

「

き

き

ん

」

… 

    

   

 

      

財

務

状

況

の

悪

化

に

よ

り

、

大 

手

を

は

じ

め

多

く

の

企

業

の

基

金

か

ら

の

脱

退

、

基

金

自

体

の

解

散

が

続

出

し

ま

し

た

。 

 
 

   
 

  
今

回

の

法

改

正

の

特

徴

は

、

老

齢

厚

生

年

金

の

代

行

部

分

に

充

て

る

資

産

が

不

足

し

て

い

る

「

代

行

割

れ

」

基

金

に

対

し

、

解

散

を

促 

              

し

て

い

る

点

に

あ

り

ま

す

。

そ

の

た

め

に

、

基

金

を

解

散

す

る

と

き

の

積

立

不

足

金

の

一

括

納

付

に

つ

い

て

の

「

特

例

解

散

制

度

」

（

※

） 

 

    

 

を

大

幅

に

使

い

や

す

く

し

ま

し

た

。

 

※

 

積

立

不

足

金

の

分

割

納

付

を

認

め 

た

り

、

不

足

金

額

を

安

く

計

算

し

た 

り

す

る

こ

と

を

認

め

る

制

度 

      

        

基

金

の

財

政

状

況

は

、

存

続

基 

準

に

達

し

て

い

な

い

と

こ

ろ

が

９ 

割

に

上

る

と

見

ら

れ

て

い

ま

す

。

法

施

行

か

ら

５

年

間

の

猶

予

期 

間

に

解

散

な

ど

の

手

を

打

た

ず

、 

５

年

後

に

存

続

基

準

に

達

し

な

い

基

金

は

、

解

散

命

令

を

受

け

る

こ

と

に

な

り

、

そ

の

時

に

は

、

「

特

例

解

散

制

度

」

も

使

え

ま

せ

ん

。 

 

加

入

事

業

所

は

基

金

の

財

政

状

況

を

確

認

し

、

「

代

行

割

れ

（

予

備

軍

）

」

基

金

で

あ

る

場

合

は

、

ど

の

よ

う

な

行

動

を

と

る

べ

き

か

、

早

急

に

検

討

す

る

こ

と

が

大

切

で

す

。
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（２） 

▼

小

学

校

４

年

生

の

と

き

に

読

ん

だ

「

赤

毛

の

ア

ン

」

。

日

本

語

版

が

世

に

出

て

１６

年

後

の

こ

と

で

し

た

。

訳

者

が

戦

火

を

く

ぐ

っ

て

命

が

け

で

翻

訳

さ

れ

た

こ

と

を

知

り

、

感

激

し

ま

し

た

。

▼

「

百

年

ぶ

り

」

の

フ

レ

ー

ズ

を

何

日

聞

い

た

こ

と

か

。

「

ゲ

ル

の

モ

ン

ス

タ

ー

」

の

大

活

躍

に

、

「

ス

ー

ホ

の

白

い

馬

」

の

絵

本

を

思

い

出

し

ま

し

た

。

 

編

集

後

記

 

    

だからだからだからだから映画映画映画映画はおもしろいはおもしろいはおもしろいはおもしろい    ｖol.９ 

  

『 ＮＯ

ノ ー

 』 

（（（（2012201220122012 年年年年、、、、チリ・アメリカ・メキシコチリ・アメリカ・メキシコチリ・アメリカ・メキシコチリ・アメリカ・メキシコ））））    

●１９７２年、南米チリのアジェンダ政権がピ

ノチェト将軍の軍事クーデターによって転覆

されました。昔の「うたごえ喫茶」で歌われた

「ベン・セレーモス（我々は勝利する）」はア

ジェンダ率いる人民連合のテーマソングです。 

●長く続いたピノチェト軍政が「民政」に移管

する転機となったのが、１９８８年の国民投票

でした。独裁政権の信任を問う国民投票を前

に、軍政はテレビで「YES」「NO」両派に深

夜１１時からの１５分間、２７日間のキャンペ

ーン番組の放映を許しました。 

反軍政「NO」陣営は、国民投票に勝ち目は

あるのかなどの様々な議論を重ね、フリーの広

告マン、レネに番組作成を依頼します。レネは

プロの広告マンとしての経験と感性を生かし

て、軽妙な歌詞やメロディーで「チリの明るい

未来」を描こうとします。レネの番組は、当初

は独裁政権の迫害とたたかってきた陣営のメ

ンバーからも拒絶されますが、次第に人々の心

をつかんでいき、多くの映画人、ミュージシャ

ンも参加して魅力ある番組が作られます。 

●この映画のキャッチ・コピーは「CM は世界

を変えられるか？」です。国民投票の結果は、

「NO」陣営の大勝利で、ピノチェトの再選は

否決されました。 

 国民への弾圧制度は終わりましたが、民政移

管後のすべての政治・経済・社会制度は独裁勢

力によって導入されたもので、２５年たった今

も独裁時代を引きずる体制となっています。映

画のラストは、それを暗示するような画面がつ

づきます。 

チリで CM の果たした役割は大きなもので

したが、世界を変えるのは「人民の力」です。 

 

こ
の
ま
ま
で
は
大
変
！ 

厚

生

年

金

基

金

厚

生

年

金

基

金

厚

生

年

金

基

金

厚

生

年

金

基

金

見

直

見

直

見

直

見

直

しししし    

脱

退

脱

退

脱

退

脱

退

？？？？

解

散

解

散

解

散

解

散

？？？？    


